
仕 様 書 そ の ① （ イ ノ シ シ 用 侵 入 防 止 柵 ） 

 

１ 件 名 令和 7年度鳥獣被害防止総合支援事業 有害鳥獣侵入防止柵 

 

２ 品名・規格 

① ワイヤーメッシュは、縦 1,200 ㎜×横 2,000 ㎜とし、φ5㎜以上、構造については

別紙の通りのものとし、メッキ加工を施しているものとする（ＪＩＳ規格製品）。 

② 異形棒鋼は、D16×1,500 ㎜のものとし、メッキ加工を施しているものとする（Ｊ

ＩＳ規格製品）。 

③ 結束線は、φ1.2 ㎜×400 ㎜のものとし、ステンレス製のものとする。 

④ ビニールハウス用直管パイプは、φ25.4 ㎜×5,560 ㎜とし、出入口の資材として使

用するため、曲げる等の加工が容易であるものとする。 

⑤ アンカーは、D10×350 ㎜のものとし、J型のメッキ加工を施し、先端が尖っていな

いものとする。 

 

３ 数 量 別表のとおり 

 

４ 同等品認定について 

（１）同等品の定義 

同等品とは、規格・品質が基準品と同等以上であるものをいう。 

（２）同等品認定の方法 

同等品により入札参加を希望する者は、令和 7年 7月 4日（金）午後 5 時 15 分まで

に、次の書類を大分市鳥獣被害防止対策協議会事務局（大分市役所林業水産課内）へ

提出すること。 

ア 同等品認定申請書兼認定通知書（別紙） 

イ 同等品候補の記載されたカタログ・価格等の資料（コピー可） 

 

５ 納入場所 別表のとおり 

 

６ 納入期限 令和 7年 9月 5日（金）（矢の原地区、岡倉（野津原）地区） 

        令和 7年 10 月 31 日（金）（上久所地区、辻・奥・杉原地区） 

 

 

 

 



７ 担当者 

  大分市鳥獣被害防止対策協議会事務局（大分市役所林業水産課内） 

  担当 橋本 熊谷 

  ０９７－５８５－６０２１ 

 

８ その他 

① 決定後は、速やかに担当者まで連絡を取り、納入等の打合せを行うこと。 

② 納入は、落札業者の立ち合いのもと行うものとする。 

③ 搬入車両の運送経路や納入場所の確認等は、各業者で行うものとし、この事項に関

する質問等に対し、本協議会は一切の回答を控えるものとする。 

④ 納入時の荷下ろし作業中、一般車両の通行を妨げない程度の車両で搬入するものと

する。 

⑤ 入札前に「承認申請図」、納品時に「出荷報告書」、「検査証明書」を製造業者に

提出させ、納品時に大分市に提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



仕 様 書 そ の ② （ イ ノ シ シ ・ シ カ 用 侵 入 防 止 柵 ） 

 

１ 件 名 令和 7年度鳥獣被害防止総合支援事業 有害鳥獣侵入防止柵 

 

２ 品名・規格 

① ワイヤーメッシュは、縦 1,800 ㎜×横 2,000 ㎜とし、φ5㎜以上、構造については

別紙の通りのものとし、メッキ加工を施しているものとする（ＪＩＳ規格製品）。 

② 異形棒鋼は、D16×2,000 ㎜のものとし、メッキ加工を施しているものとする（Ｊ

ＩＳ規格製品）。 

③ 結束線は、φ1.2 ㎜×400 ㎜のものとし、ステンレス製のものとする。 

④ ビニールハウス用直管パイプは、φ25.4 ㎜×5,560 ㎜とし、出入口の資材として使

用するため、曲げる等の加工が容易であるものとする。 

⑤ アンカーは、D10×350 ㎜のものとし、J型のメッキ加工を施し、先端が尖っていな

いものとする。 

 

３ 数 量 別表のとおり 

 

４ 同等品認定について 

（１）同等品の定義 

同等品とは、規格・品質が基準品と同等以上であるものをいう。 

（２）同等品認定の方法 

同等品により入札参加を希望する者は、令和 7年 7月 4日（金）午後 5 時 15 分まで

に、次の書類を大分市鳥獣被害防止対策協議会事務局（大分市役所林業水産課内）へ

提出すること。 

ア 同等品認定申請書兼認定通知書（別紙） 

イ 同等品候補の記載されたカタログ・価格等の資料（コピー可） 

 

５ 納入場所 別表のとおり 

 

６ 納入期限 令和 7年 9月 5日（金）（下志津留地区） 

        令和 7年 10 月 31 日（金）（石合地区） 

 

 

 

 



７ 担当者 

  大分市鳥獣被害防止対策協議会事務局（大分市役所林業水産課内） 

  担当 橋本 熊谷 

  ０９７－５８５－６０２１ 

 

８ その他 

① 決定後は、速やかに担当者まで連絡を取り、納入等の打合せを行うこと。 

② 納入は、落札業者の立ち合いのもと行うものとする。 

③ 搬入車両の運送経路や納入場所の確認等は、各業者で行うものとし、この事項に関

する質問等に対し、本協議会は一切の回答を控えるものとする。 

④ 納入時の荷下ろし作業中、一般車両の通行を妨げない程度の車両で搬入するものと

する。 

⑤ 入札前に「承認申請図」、納品時に「出荷報告書」、「検査証明書」を製造業者に

提出させ、納品時に大分市に提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


